
第６節 基盤的施策の推進

この計画の目標を確実に達成するため、各種の環境保全施策を円滑に推進し、また環境保全の
ための行動を実践するため、次の基盤的施策を推進します。

１．環境影響評価の推進

⑴環境影響評価制度の適切な運用
●環境影響評価法、大分県環境影響評価条例及び県が実施主体となる開発事業等について
は、大分県環境配慮推進要綱※に基づき、調査、予測及び評価に関する科学的知見を踏ま
えた厳正な審査を行うとともに、関係する地域住民や市町村、専門家等の意見に基づき、
事業者等に対して十分な環境への配慮を求めるなど、環境影響評価制度の適切な運用を図
ります。

⑵環境影響評価制度の充実
●環境情報や調査、予測及び評価に係る技術などの環境影響評価に係る各種の知見の集積、
事業の実施に伴う環境への影響の実態把握などに努めるとともに、これらを踏まえ、必要
に応じて環境影響評価制度の見直しを行います。
●環境影響評価の対象事業については、事業の実施等による環境への負荷を勘案し、全国の
状況等を踏まえ、必要に応じて拡大を図ります。
●平成２５年３月に、環境影響評価法及び大分県環境影響評価条例を一部改正し、事業計画の
検討の段階（事業の位置、規模や施設の配置、構造などを検討する段階）を対象とする配
慮書の手続きを設け、事業者に、より柔軟な環境配慮、効果的な環境影響の回避及び低減
を求めます。

２．環境に配慮した取組の推進

⑴環境マネジメントシステムの推進
●大分県環境マネジメントシステムの取組を推進します。
●中小企業等への環境マネジメントシステムの導入を推進するため、認証取得に係る費用の
一部を補助する等の支援を行います。

⑵グリーン購入の促進
●県のグリーン購入調達率は９割を超えていますが、「グリーン購入推進方針※」に基づき、
調達率が１００％達成となるよう引き続きグリーン購入を促進します。

⑶県が実施主体となる開発事業における環境に配慮すべき事項
①構想段階

●事業計画地の選定にあたっては、周辺環境への影響に配慮し、周辺の土地利用との整合性
を図るよう努めるとともに、道路、公共交通機関、下水道、廃棄物処理施設等の都市基盤
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の整備状況との整合性を図ります。

②計画段階

●自然環境の著しい改変を伴う開発は極力避けるとともに、動植物の保護と生息・生育環境
の保全に努めます。
●崖崩れや土砂崩れ等を引き起こさないよう、周辺の地形・地質等に十分配慮します。
●計画地内に林地や緑地、水辺など良好な自然環境が存在する場合は、それらの保全に努め
るとともに、自然的要素の多いうるおいのある空間の創出に努めます。
●緑地や裸地の確保、緑化の推進、透水性舗装、雨水利用システム、中水道システムの採用
などにより、地域の水循環の保全に配慮します。
●計画地内に現存する樹木等の活用を図るとともに、植樹・植栽を行う場合には地域の潜在
的な植生に配慮します。
●建築物や工作物等の色、デザインなどは周辺景観との調和を図るとともに、十分な緑地や
空間の確保に努めます。
●歴史的文化的遺産を適切に保護・保存するとともに、これらを積極的に活用して周辺環境
と調和した空間の創出に努めます。

③実施段階

●工事に伴う土砂や濁水の流出、粉じん、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等の環境保全上
の支障が生じないよう工法の工夫や工事用機械の選択などの適切な措置を講じるとともに
残土や廃棄物を適正に処理します。
●建設・建築資材には、地域材や再生資材等を積極的に採用します。

④供用段階

●日常の事業活動や施設の運営等に当たり環境保全上の支障が生じないよう適切な措置を講
じます。
●必要に応じて環境への影響について事業者がモニタリングを実施します。

３．公害紛争等の適正処理

●公害苦情については、市町村との緊密な連携のもと、複雑多岐にわたる公害問題の発生状
況を的確に捉え、地域住民の意向を十分に把握して適切な処理に努めます。
●公害紛争については、公害紛争処理法に基づき、あっせん、調停及び仲裁など、紛争の態
様に即した迅速かつ適正な処理に努めます。
●公害健康被害については、有害物質の排出抑制や環境監視の充実等により、発生の未然防
止に努めるとともに、健康被害発生時には、汚染者負担原則※に基づき、迅速かつ公正に
被害者の救済と健康の確保を図ります。
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